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船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年６月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１月１４日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 広島県廿日市
は つ かい ち

市地
じ

御前
ご ぜ ん

漁港南東方沖 

地御前港西防波堤灯台から真方位１１６°１.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１９.６′ 東経１３２°２１.１′） 

事故の概要 漁船第７日
ひ

吉
よし

丸は、かき筏に係留中、また、漁船 NO.36TAIHOUMARU
タ イ ホ ウ マ ル

は、北東進中、左転した後、両船が衝突した。 

第７日吉丸は、船尾部ブルワークに折損を生じ、また、

NO.36TAIHOUMARU は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和４年１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第７日吉丸、１７.１１トン 

ＨＳ２－１６８４（漁船登録番号）、個人所有 

１４.９５ｍ（Lr）×４.０５ｍ×１.２９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３５８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和 

５５年１０月１３日 

Ｂ 漁船 NO.36TAIHOUMARU、１５トン 

ＨＳ２－３３４５（漁船登録番号）、白地水産株式会社 

   １８.００ｍ（Lr）×４.３３ｍ×１.５０ｍ、ＦＲＰ 

  ディーゼル機関２基、８４６kＷ（合計）、平成２９年４月１７

日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ３１歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２７年３月２４日 

免許証交付日 令和元年１０月９日 

           （令和７年３月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ４４歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１５年８月２５日 

免許証交付日 平成３１年１月１６日 

           （令和６年１月１９日まで有効） 
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死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船尾部ブルワークに折損 

Ｂ 船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約３.０m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、かきの水揚げの目的で、令和４

年１月１４日０４時００分ごろ地御前漁港を出港し、同漁港南東方沖

の養殖施設（以下「本件施設」という。）のかき
．．

筏に船首を北西方に向

けて右舷着けで、２本の係留索をとって係留した。 

Ａ船は、作業灯２個を点灯して、船長Ａが船橋前の甲板上に立ち、

クレーンを操作してかき
．．

の吊り上げ作業を行っていたところ、船尾方

から接近するＢ船を至近に視認し、直ちに作業を中止して、かき筏の

上に避難したところ、０４時３０分ごろＡ船の船尾部にＢ船の船首部

が衝突した。 

船長Ａは、Ｂ船に浸水等がないことを確認し、船長Ｂと連絡先を交

換してから自力で帰港後、海上保安部に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、２枚の舵を有する２機２軸船で、船長Ｂが１人で乗り組

み、いわし船引き網漁を行う目的で、Ｂ船を指揮船兼運搬船として網

船２隻、運搬船２隻、計５隻の船団で、０３時００分ごろ、法定灯火

を表示し、江田島
え た じ ま

市鹿
かの

川
かわ

漁港を出港し、本件施設南方沖に向かった。 

 Ｂ船は、本件施設南方沖で、何度か操業を行った後、船長Ｂは、本

件施設内を通過して次の漁場に向かうこととし、本件施設の東方沖に

向かった。 

 Ｂ船は、約６ノットの対地速力で、手動操舵で北東進中、本件施設

内を通過しようと左転して船首が北西に向いたころ、ガクガクという

振動とともに舵が効かなくなったので、船長Ｂは、慌てて両舷主機を

後進としたが、行きあしが止まらずＡ船に衝突した。 

 Ｂ船は、本事故後、自力で帰港した後、修理業者が船尾部のさぶた
．．．

を開けて点検を行ったところ、操舵機油圧系統の配管の舵輪の作動油

タンク（ヘルムポンプ）油圧ホースと舵を作動させる受動シリンダ

（以下「本件シリンダ」という。）を接続する、銅パイプの袋ナット

（以下「本件ナット」という。）が緩み、作動油が漏れているのを認

め、操舵機油圧系統の配管等の交換を行った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の船尾

部、写真３ Ｂ船、写真４ Ｂ船の操舵機の油圧配管、写真５ Ｂ

船の操舵機の油圧配管 参照） 

 その他の事項  本件施設のかき
．．

筏は、長さ約２４ｍ、幅約１０ｍで、５～６台の筏

が１つの連で構成されていた。 

 船長Ｂは、魚群探索中、Ａ船がかき
．．

筏に係留して作業していること

に気付いていた。 
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船長Ｂは、本件施設付近での操業や本件施設内を通過して航行した

ことが何度もあり、本事故時は、本件施設東方沖に向けて最短距離で

航行しようと思い、本件施設内を通過して航行した。 

Ｂ船の操舵機は、舵輪を操作するとヘルムポンプから送られた作動

油が、油圧ホースを経て本件シリンダに送油して、舵軸を回転させる

仕組みとなっていた。 

船長Ｂは、平成２９年４月の進水以降、操舵機油圧系統の配管等の

点検及び交換は、行っていなかった。 

 Ｂ船の修理業者は、船尾部は振動が多く、本件ナットの緩みは、振

動により生じたものであるとの見解を示した。 

 船長Ｂは、これまでに、出港前に船尾部のさぶた
．．．

を空けて操舵機油

圧系統の配管の油漏れの点検及び定期的に本件ナットの緩みの有無を

確認して増し締めを行ったことがなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、地御前漁港南東方沖において、かき
．．

筏に船首を北西方に向

けて右舷着けで係留中、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、地御前漁港南東方沖において、北東進中、本件施設内を通

過しようと左転して船首が北西に向いたころ、本件ナットが振動に 

よって緩み、作動油の油漏れが生じて舵が効かなくなったことから、

機関を後進にかけたものの行きあしが止まらず、Ａ船に向かうことと

なり、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、これまでに出港前に船尾部のさぶた
．．．

を空けて操舵機油圧

系統の油圧配管の油漏れの点検及び定期的に緩みの有無を確認して、

本件ナットの増し締めを行ったことがなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、地御前漁港南東方沖において、Ａ船がかき
．．

筏に船

首を北西方に向けて右舷着けで係留中、また、Ｂ船が、北東進中、本

件施設内を通過しようと左転して船首が北西に向いたころ、本件ナッ

トが振動によって緩み、作動油の油漏れが生じて舵が効かなくなった

ため、機関を後進にかけたものの行きあしが止まらず、Ａ船に向かう

こととなり、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、出港前に、操舵機の油圧配管等に油漏れがないか点検を

適切に行い、本件ナットの緩みの有無を定期的に確認して、適宜

増し締めを行うことが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

    

  

  

広島県 

地御前港西防波堤灯台 

事故発生場所 

（令和４年１月１４日 

０４時３０分ごろ発生） 

呉市 

黄色点滅灯

Ｂ船 

Ａ船 

廿日市市 

地御前漁港 
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写真１ Ａ船 

 

  

 

写真２ Ａ船の船尾部 

 

 

 

写真３ Ｂ船 

 

 

Ｂ船 

損傷箇所 
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写真４ Ｂ船の操舵機の油圧配管 

（船尾のさぶた
．．．

を開けた状態） 

 
 

 

 

写真５ Ｂ船の操舵機の油圧配管 

 

 

緩んでいた本件ナット

の位置 


